
 

 

 　　駐車許可申請の手続き
                                                      　申請例

 　　     　      ・  引越し警察署長が許可する駐車許可は、次の要件の

 　             ・  訪問介護いずれにも該当する場合に許可するものです。  

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　・ 訪問看護

                                                        ・  訪問診察

 　  　  　                               ・  療養指導     など駐車許可の要件

 

 ①　駐車の日時                                     

   ・駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。

      ・駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでない　

 　　 こと。

     ②　駐車の場所

       ・駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。

 ・駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

 ③　駐車に係る用務

      ・公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成する　

 　　 ことが著しく困難と認められるものであること。

・ ５分を超えない時間内の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ

 不可能と認められる用務であること。

・道路交通法第７７条第１項各号（道路使用許可）に規定する行為を伴うものでないこ  

  と。

     ④　駐車可能な場所

次の範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分の

いずれにも存在せず、又はこれらの利用がおよそ困難であると認められるものである

 こと。

      ・重量物または長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な

　　　者の輸送のため用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の

 　　　直近。

       ・その他の車両にあっては、その用務先から100メートル以内

 

 　  　駐車許可の申請

 

     　駐車場所を管轄する警察署交通課

 

     　申請書類（各２通）

 

     ①  駐車許可申請書（県庁又は県警ホームページよりダウンロードできます）

     ②  自動車検査証又は自動車検査証記録事項が記載された書面の写し

 ③  駐車場所およびその周辺の見取り図

 ④　その他用務を疎明するもの（資格証、指定通知書、医師免許証、訪問先一覧表など）

 　　ご不明な点は警察署交通課へお問い合わせください。

駐車許可証



    


